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船舶事故調査報告書 

 

令和４年１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 令和３年４月９日 ２１時００分ごろ 

発生場所 岡山県笠岡
かさおか

市白
しら

石
いし

島北方沖 

沖ノ白石灯台から真方位０５１°１,２３０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２５.４′ 東経１３３°３１.５′） 

事故の概要 漁船優生
ゆうせい

丸は、揚網中、転覆した。 

優生丸は、船長及び甲板員が溺死し、船外機等に濡損を生じた。 

事故調査の経過 令和３年４月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 優生丸、４.９９トン 

ＯＹ３－１７４８６（漁船登録番号）、個人所有 

１０.３０ｍ（Lr）×２.６３ｍ×０.８３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４８.２kＷ、昭和５４年１１月２６日 

第２７１－１０６１４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ６０歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和６２年１１月２０日 

免許証交付日 平成２９年１１月３０日 

（令和５年１１月１８日まで有効） 

甲板員 ５８歳 

 死傷者等 死亡 ２人（船長及び甲板員） 

 損傷 機関等に濡損 

 気象・海象 

 

気象： 

本船が転覆した状態で発見された場所の南南東方約２７㎞に位置す

る多度津特別地域気象観測所における風向及び風速の観測値は、次の

とおりであった。 
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時刻 

(時:分) 

平均 最大瞬間 

天気 
視程 

(km) 風向 
風速

(m/s) 
風向 

風速

(m/s) 

17:30 北北東 7.1 北北東 11.2   

18:00 北北東 6.5 北北東 10.2 晴れ 20.0 

18:30 北北東 7.2 北東 11.0   

19:00 北北東 6.4 北北東 10.8 晴れ 20.0 

19:30 北北東 5.5 北北東 9.0   

20:00 北北東 5.7 北北東 8.6 晴れ 20.0 

20:30 東北東 4.2 東北東 7.9   

21:00 東北東 3.6 東北東 6.8 晴れ 20.0 

21:30 北北東 5.3 北北東 8.4   

海象：波高 約１.５ｍ以上、潮汐 上げ潮の末期、水温 約１６℃ 

 事故の経過 本船は、船長及びその家族の甲板員が乗り組み、底引き網漁の目的

で、令和３年４月９日１７時１５分ごろ以前に笠岡市北木島金
かな

風呂
ぶ ろ

漁

港を出港した。 

船長の親族で僚船（以下「僚船Ａ」という。）の船長は、風が強く

なると見込まれるので船長と一緒に出港して同じ漁場で漁をしようと

思い、１７時１５分ごろ船長に電話連絡をしたところ、既に漁場に向

かっているとの回答だったので、別々に行動することとした。 

僚船Ａ船長は、所有の通船兼運搬船で笠岡港（笠岡地区）を出港し

て僚船Ａの係留場所の金風呂漁港に移動し、１８時００分ごろ僚船Ａ

に乗り換えて金風呂漁港を出港し、北木島南西方沖の漁場で漁を行っ

た。 

僚船Ａ船長は、船長のことが気になり、漁を止めて金風呂漁港に帰

港したが本船が見当たらず、２３時４０分ごろ船長及び甲板員にそれ

ぞれ電話連絡をしたが不通の状態であったので、北木島東南東方沖で

漁を行っていた僚船（以下「僚船Ｂ」という。）の船長に電話連絡を

してレーダーによる本船の捜索を依頼した。 

僚船Ａ船長は、僚船Ｂ船長からほぼ停泊状態の本船と思われる映像

を見つけたとの連絡を受けた後、別の漁船（以下「僚船Ｃ」とい

う。）に乗船して僚船Ｃ船長とレーダー映像の場所に赴き、１０日０

０時３０分ごろ転覆した本船を発見した。 

僚船Ａ船長は、船長及び甲板員の捜索を始めるとともに僚船Ｂ船長

に通報し、僚船Ｂ船長が、事故現場に向かいながら海上保安庁に救助

を要請し、現場に到着後捜索に加わった。 

捜索を行った海上保安庁の潜水士等により、０４時００分ごろ船長

が本船の近くで発見され、０５時５４分ごろ甲板員が操舵室内で発見
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された。 

船長及び甲板員は、搬送された病院で死亡が確認され、短時間での

溺死、死亡推定時刻が９日２１時００分ごろと検案された。 

本船は、僚船Ｂ及び僚船Ｃにより笠岡港（港町地区）にえい
．．

航され

た。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 本船は、通常、操業時には、長さ約１００ｍの２本のえい
．．

航用ロー

プで、末端の袋部を含めて約８０ｍの長さの網を約１kn の対地速力

で底引きをしながらえい
．．

航し、えい
．．

航用ロープは、船尾部のデリック

のブームから甲板上約７０cm の高さに吊り下げられたフック（以下

「本件フック」という。）を通してから船尾方に出していた。（写真

１、図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

写真１ 本船（笠岡港港町地区に移動後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 操業中の本船（船尾部）のイメージ 

 

本船は、日頃、網の投入及び揚収時にはロープを本件フックから外

していたが、発見された際、本件フックが装着されておらず、漁網は

海底の何かに引っ掛かった状態であった。 

本船は、船体の舷側などに他船と衝突したような痕跡は認められな

デリックのブーム 

えい
．．

航用ロープ 

本件フック 
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かった。 

本事故発生場所付近の海底は、岩が多く、ほとんどの漁師が、海底

に引っ掛かった漁網を揚収する場合には、回頭し、又は機関を停止す

るなどして漁網を岩などから外して揚収していた。 

僚船Ｂ船長は、本事故当時、北木島南東方沖の北東の風を直接受け

る場所で漁を行っており、風浪で回頭が難しい状況であったと思っ

た。 

僚船Ａ船長は、本事故前、本船が、漁網が海底の岩などに引っ掛か

り、機関を使用しても外すことができず、風下に圧流されて船尾から

風浪を受ける体勢になっていた場合、海水が流入するなどして、転覆

しやすい状態になっていたのではと本事故後に思った。 

船長は、発見時、固型式の救命胴衣を着用し、操舵室で発見された

甲板員は救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

不明 

あり 

本船は、船長及び甲板員の死亡推定時刻の９日２１時００分ごろ白

石島北方沖において、約１.５ｍ以上の波のある状況下、漁網が海底

の岩などに引っ掛かった状態で、揚網したことにより、転覆したもの

と考えられる。 

船長及び甲板員は、溺死した。 

本船が転覆後、船長は海中に転落し、甲板員は船内に残され、それ

ぞれ短時間で死亡した可能性があると考えられる。 

本船は、本件フックが装着されず、漁網が海底に引っ掛かった状態

で発見されたことから、漁網が海底に引っ掛かった状態で揚網を行お

うとした際、風下に圧流されて船尾から風浪を受け、海水が流入する

など復原性の低下した状態に陥り、転覆した可能性があると考えられ

る。 

原因 本事故は、夜間、本船が、白石島北方沖において、約１.５ｍ以上

の波のある状況下、漁網が海底の岩などに引っ掛かった状態で、揚網

したことにより、転覆したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・漁船の船長は、天候の悪化が予想される時には出漁を控えるこ

と。 

・漁船の船長は、操業中、風浪が悪化した際に、漁網が海底の岩な

どに引っ掛かり、外すことができず、転覆などの危険な状態に陥

る可能性がある場合には、漁網を速やかに投棄し、機関を使用し

て船首を適宜風浪に向けるなどして安定した状態にすること。 
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なお、その際の漁網の目印の浮標などは、時間的に余裕がある

場合のみ取り付けること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

  

笠岡港笠岡地区 
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笠岡港港町地区 
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笠岡市 

事故発生場所 
（令和３年４月９日 
２１時００分ごろ発生） 

岡山県 


